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栗原市サンクチュアリセンターつきだて館指定管理者協定書 

 

栗原市（以下「甲」という。）と○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）とは、栗原市サ

ンクチュアリセンターつきだて館（以下「本施設」という。）の管理運営に関し、栗原市公の施設

における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年条例第２７７号。以下「手続条例」

という。）第８条第１項の規定により、次の条項により協定（以下「本協定」という。）を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、乙が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、本施設の指定管理者として指定されたことを確認するとともに、本施設の機能を最大限

に活用し、かつ、市民の信頼に応え、安全で公益性を重視した管理運営を遂行するため、甲と

乙の役割及び第５条に規定する業務を円滑に遂行するにあたり必要な基本的事項を定めるもの

とする。 

 

（遵守事項） 

第２条 乙は、地方自治法、手続条例、栗原市サンクチュアリセンターつきだて館条例（平成１

８年条例第１９号。以下「施設条例」という。）、その他関係法令等に定めるもののほか、本協

定、業務仕様書及び事業計画書に従い、業務を実施しなければならない。 

 

（管理業務） 

第３条 乙は、次の事項を遵守し、本施設を管理するものとする。 

（１） 本施設を常に清潔に保つこと。また、各種トラブル、苦情等には、迅速かつ適切に対応

すること。 

（２） 本施設の管理に当たっては、電気等の効率的利用、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推

進等の環境配慮を行うこと。 

（３） 本施設の利用許可に当たっては、市民の利用に関し公平性を確保すること。 

 

（指定期間） 

第４条 指定期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとする。 

２ 業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（管理業務の範囲） 

第５条 乙が行う業務は、施設条例第４条に掲げる業務とし、その細目は次のとおりとする。 

（１）管理の基準 

 ア 開館時間 午前９時から午後４時３０分まで 

    ただし、乙が必要と認めるときは、甲の承認を得て、変更することができる。 
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イ 休館日 月曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる日を除く。） 

        休日の翌日（土曜日又は日曜日に当たる日を除く。） 

        １月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

    ただし、乙が必要と認めるときは、甲の承認を得て、変更することができる。 

ウ 法令の遵守 

     地方自治法その他の関係法令、手続条例、栗原市公の施設における指定管理者の指定

の手続等に関する条例施行規則（平成１７年栗原市規則第２２７号）、施設条例、栗原市

サンクチュアリセンターつきだて館条例施行規則（平成１８年栗原市規則第５０号）、栗

原市情報公開条例（平成１７年栗原市条例第７号。以下「情報公開条例」という。）、栗

原市個人情報保護条例（平成２４年栗原市条例第３号。以下「個人情報保護条例」とい

う。）、栗原市財務規則（平成１７年栗原市規則第３８号）及び本協定を遵守することと

する。 

（２） 業務の範囲 

   ア 本施設の利用許可及び利用許可の取消しに関する業務 

   イ 本施設の維持管理に関する業務 

   ウ 運営に関する業務 

   エ その他市長が必要と認める業務 

（３）修繕について 

維持修繕等の経常経費については乙の負担とし、大規模改修費、経年劣化による機器取

替等の資本的費用は、甲が別途負担するものとする。 

施設等の修繕等に要する経費は、１件当たり１００,０００円までのものについては、乙

が自己の費用と責任において実施するものとする。また、１件当たり１００,０００円を超

えるものについては、甲乙協議の上で実施するものとし、協議なく行われた場合は全て乙

の負担とする。 

（４） 管理運営業務を通じて取得した個人に関する情報の取扱い 

乙は、個人情報の適切な管理のため必要な措置を講ずることとし、その管理する公の施

設の業務に従事している者は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を

取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。 

（５） 帳簿書類等の保存年限 

指定管理者は、指定管理者として作成した帳簿書類は、その帳簿閉鎖の時より１０年間

保存するものとする。 

２ 各業務は、乙が提出した年度事業計画書に従って実施するものとする。また、甲は年度事業

計画書に疑義がある場合は、乙と協議の上、決定することができる。 

 

（事業計画書） 

第６条 各業務は、乙が提出した年度事業計画書に従って実施するものとする。また、甲は年度

事業計画に疑義がある場合は、乙と協議の上、決定することができるものとする。 
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（甲が行う業務の範囲） 

第７条 次の各号に掲げる業務については、甲が実施するものとする。 

（１） 不服申立てに対する決定 

（２） 行政財産の目的外使用許可 

（３） その他法令により甲が行うべきものとされている業務 

 

（指定管理料） 

第８条 甲は、業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

２ 甲が乙に対して支払う協定期間中の指定管理料の上限は３７，５２０，０００円円とする。 

３ 各年度の支払われる額の内訳は次のとおりとする。 

   平成３１年度 ７，４８０，０００円 

   平成３２年度 ７，５１０，０００円 

   平成３３年度 ７，５１０，０００円 

   平成３４年度 ７，５１０，０００円 

   平成３５年度 ７，５１０，０００円 

４ 各年度の指定管理料は、４月、６月、９月、１２月に支払うこととし、乙は、指定管理料の

支払いに関する請求書を甲に送付するものとする。甲は、当該請求書を受領してから３０日以

内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。 

 

（業務の委託） 

第９条 乙は、本施設の管理に関する業務を一括して第三者に委託してはならない。 

 

（情報の公開） 

第１０条 乙は、情報公開条例の趣旨に即して、本施設の管理に係る情報の公開に関する規程を

定めるほか、情報の公開に関し必要な措置を講ずることとし、当該情報の一層の公開に努めな

ければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報保護条

例の趣旨に即して、本施設の管理に係る個人情報の保護に関する規程を定め、個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の細目は、別紙「個人情報取扱特記事項」に定めるとおりとし、乙は当該特記事項を遵

守しなければならない。 

 

（事業報告書等の作成及び提出） 

第１２条 乙は、手続条例第９条の規定により毎年度終了後６０日以内に事業報告書及び管理運

営業務に関する自己評価を行い、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、

指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該日
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までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

２ 乙は、定期報告書を作成し、甲の指定する日までに提出しなければならない。 

３ 乙は、利用者の苦情、意見及び要望等を的確に把握するため、利用者アンケート調査を毎年

度１回以上実施し、その結果及び業務改善への反映状況について甲の指定する日までに報告し

なければならない。 

４ 乙は、事業の実施に当たり、事故が生じたとき、又は施設の管理運営に関して重大な課題が

生じたときは、乙の責に帰すべき理由であるか否かを問わず、遅滞なく甲にその状況を報告し

なければならない 

 

（業務状況等の検査・聴取等） 

第１３条 甲は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、本施設の管理運営の適正を

期するため、必要があると認めるときは、乙に対して、当該管理運営又は経理の状況に関し報

告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができるものとする。 

２ 乙は、収支に関する帳簿その他事業に係る記録を整備し、常に経理状態を明らかにしておく

とともに、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により業務状況等の報告を甲に求められ

たときは、甲が指示する期限までに当該報告をしなければならない。 

３ 甲は、乙に不適切な会計処理が認められると判断した場合は、乙の事務所の立ち入り、必要

な調査をすることができる。この場合において、乙は、会計帳簿等の提出等積極的に調査の協

力をしなければならない。 

 

（事故等の未然防止） 

第１４条 乙は、本施設の危険箇所や危険が想定される事象を発見した場合は、被害が発生しな

いよう迅速に措置を講ずるとともに、甲に対して遅滞なく報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、乙が対応することができないときは、甲乙協議し、対応方法を決定す

るものとする。 

 

（財産の管理） 

第１５条 乙は、物品の使用及び保管については、善良なる管理者の注意義務をもって行うもの

とする。 

２ 乙は、施設等を事業運営の目的以外に使用してはならない。ただし、甲の承認を受けたとき

は、この限りではない。 

３ 乙は、施設等の形状、形質等を変更してはならない。ただし、甲の承認を受けたときは、こ

の限りではない。 

４ 乙は、天災地変その他事故により本施設の施設を損壊し、又は滅失したときは、遅滞なく、

その状況を甲に報告しなければならない。 

５ 乙は、独自に投じた有益費及び修繕費について、甲への請求権を放棄するものとする。 

（改善勧告） 

第１６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、乙に対して改善勧告
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等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施等を求めることができる。 

（１）協定に定める事項に違反したと認められるとき。 

（２）甲の指示に従わないと認められるとき。 

（３）地方自治法の規定による監査又は第１５条の検査等を拒否、又は妨害したと認められる

とき。 

（４）個人情報の保護に関する取扱いが不適切であると認められるとき。 

２ 乙は、甲から前項の規定により改善勧告等を受けたときは、その指示に従わなければならな

い。 

 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第１７条 甲は、乙が前条の規定により改善勧告等を受け、当該期間内に改善することができな

かった場合等には、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、期間を定めて管理の業

務の全部又は一部を停止することができる。 

２ 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、地方自治法第２４４条の２第１１項の規

定により、その指定を取り消すことができる。 

（１）倒産又は解散したとき。 

（２）会社更生法、民事再生法等の規定に基づく再生手続を開始し、又は開始することが確実

となったとき。 

（３）財務状況等が著しく悪化し、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

（４）前条の規定により業務の全部又は一部が停止になり、解除後の管理業務の履行が確実で

ないと認められるとき。 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団の構成員（暴力団の構成団体

の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過していない者の

統制下にあると認められるとき。 

（６）その他指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

３ 乙は、指定の取消しを求める場合には、取消しを求める日の１年以上前に申し出をするもの

とする。 

４ 不可抗力その他乙の責めに帰することができない事由により管理の継続が困難となった場合

には、甲と乙は、管理の継続の可否について協議するものとする。 

 

（損害賠償） 

第１８条 甲は、前条の規定により乙の指定管理者の指定を取り消し、又は業務の停止を命じた

とき、その他乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が発生したときは、乙に損害賠償請求

をするものとする。 

 

（施設の管理運営に係る責任分担） 

第１９条 管理業務の履行における主なリスク及び発生した損害については、次の表の負担区分
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とする。 

 ただし、表中甲欄及び乙欄のいずれにも○がある場合は、甲、乙協議し、決定するものとする。 

リスクの種類 項  目   甲   乙 

法令等の変更 

施設の運営管理に影響を及ぼすもの（施設の改善費

等） 

○  

指定管理者自身に影響を及ぼすもの  ○ 

維持管理 
小規模な補修や修繕に関するもの  ○ 

それ以外のもの ○  

備品管理 
指定期間中の備品の管理  ○ 

備品の提供、調達、引継ぎ、撤収 必要に応じて両者協議 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期 ※１ 両者協議 

協定の不履行 
栗原市の都合によるもの ○  

指定管理者の都合によるもの  ○ 

第三者への損

害賠償 

栗原市の責任と認められるもの ○  

指定管理者の責任と認められるもの  ※２  ○ 

運営リスク 
施設、機器の不備、施設管理上の瑕疵又は火災等の

事故による臨時休業等に伴うリスク 

 
○ 

事業終了時の

費用 

指定期間の満了、または指定管理の取消しによる原

状回復 

 
○ 

※１ 自然災害等不可抗力への対応 

  ・ 建物、設備が復旧困難な被害を受けた場合、業務の全部の停止を命じることがある。 

  ・ 復旧可能な場合、その復旧に要する経費は規模に応じて指定管理者と協議する。 

  ・ 災害発生時には、災害対応のために業務の一部又は全部の停止を命じることがある。 

※２ 第三者への損害賠償への対応は保険加入を義務とする。 

  ・ 管理上の瑕疵又は業務遂行上の過失による事故に対応するため、指定管理者は、市が管

理のために加入している保険の補償内容を参考として、必要に応じて、リスクに応じた保

険に加入するものとする。 

  ・ 指定管理者は、市が加入する「全国町村会総合賠償補償保険」の被保険者とみなされ、

地方自治法第２４４条の２第３項及び第４項に基づく指定管理業務を行う場合は、当該保

険の賠償責任保険の対象となる。ただし、指定管理者が行う自主事業については対象外と

なるため、指定管理者が自主事業を実施する場合は、自らの負担で保険に加入するものと

する。 

    また、指定管理者が、当該保険の対象とならない損害（個人情報漏えい等）を補償対象

とする必要があると判断する場合や、当該保険の支払限度額以上の補償を確保する必要が

あると判断する場合も、自らの負担で保険に加入するものとする。 

２ 乙は、施設利用者の防災、避難等に対する第一次的責任を有し、施設又は施設利用者が被災

した場合は、迅速かつ適切に対応し、直ちに甲に報告するものとする。 
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（指定管理者の交代に伴う引継ぎについて） 

第２０条 乙は、第４条の指定管理期間が満了したとき、又は第１９条の規定による指定管理者

の指定を取り消されたときは、業務の引継ぎを次期指定管理者に誠意をもって行うものとする。 

 

（原状回復義務） 

第２１条 乙は、第４条の指定期間が満了したとき、又は第１９条の規定により指定管理者の指

定を取り消されたときは、乙の費用負担により、当該施設及び設備を速やかに原状に回復しな

ければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りではない。 

 

（権利譲渡禁止） 

第２２条 乙は、本協定を締結したことにより生じる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承

させ、又は担保に供してはならない。 

 

（規程等の作成） 

第２３条 乙は、管理運営に係る各種規程、要綱等を作成する場合は、甲と事前に協議をするも

のとする。 

 

（変更の届出） 

第２４条 乙は、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の名称、定款等に変更があったと

きは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、甲に届け出るものとする。 

 

（信義等） 

第２５条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本協定を履行するものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第２６条 本協定に定めのない事項又は本協定に関する疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意

をもって協議を行い、これを決定するものとする。 

 

本協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 平成  年  月  日 

 

                 甲 住 所 宮城県栗原市築館薬師一丁目７番１号 

                   氏 名 栗原市長 千葉 健司 

 

                 乙 住 所  

                   氏 名 
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              施 設 等 の 内 容 

 

１ 建物 

名  称 サンクチュアリセンターつきだて館   

構  造 木造地上２階建   

建築面積     ３７５，２５㎡   

延床面積     ４６５，２４㎡   

 

２ 物品 

品 目 規 格 数量 備 考 

双眼鏡 PENTAX８－20×24 UHF200ｍ １２  

片そで机 コクヨ SD-S128 ３  

ミーティングテーブル コクヨ CT-41 １  

ミーティングチェアー コクヨ CD-W45 ４  

ひじ無し回転いす コクヨ CR-2 ３  

折りたたみ椅子 コクヨ CF-M40M2 ４０  

応援ソファー コクヨ CN-661KW ６  

書庫 コクヨ 3355T ４  

キッチンケース コクヨ CF-M40M2 １  

ロッカー コクヨ PLK-422F １  

コンポーネントラック ビクター LK-S50 １  

傘立て コクヨ US-156 １  

スピーカースタンド シャープ AN-205AG ２  

ビデオデッキチルド台 シャープ TT-150TS １  

ビデオデッキ置台 シャープ TT100W3 １  

印鑑箱 コクヨ IB-203 １  

金庫 コクヨ HS-ION １  

屑篭 コクヨ イレ-40R ４  

採集道具展示パネル  １  

ホワイトボード コクヨ BB-K236W １  

石油ストーブ トヨトミ KSA-120B ２  

冷蔵庫  １  

ポット ZOJIRUSHI CW-PZ22 １  

消火器 ヤマトプロテック YA-10ES ３  

29インチモニターディスプレイ シャープ 29C-ES3 １  

スクリーン シャープ XV-HG60 １  
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スピーカー シャープ AN-SP230 ２  

AVアンプ シャープ TU-AM3 １  

コンパクトディスクオートマチ

ックチェンジャー 

ビクター XL-M403 １  

システムアンプ ビクター PA-616 １  

ステレオダブルカセットデッキ ビクター TD-W603 １  

マイク ビクター MD-256L １  

単眼鏡 アサヒペンタックス 8×30 １０  

デジタルコードレスホン NTT DCP-5300 １  

ベルボン三脚 アサヒペンタックス ２  

椅子台車 コクヨ GP-40 １  

入場券券売機 トヨコム BT-H251 １  

昆虫模型 トンボ、チョウ 各一体 １  

標本箱 ドイツ型 大型 １  

卓上灰皿 コクヨ SS-T15 ４  

昆虫採集用洋服 長ズボン、ベルト、シャツ １  

昆虫採集用具  １  

湯茶用セット  １  

標本収納戸棚 木製 ２  

展示紹介パネル スチール製 ４  

標本（沼に生息する昆虫） 木製標本箱 ７１  

標本（世界の蝶） 木製標本箱 ７３  

標本（北海道の蝶外） 木製標本箱 ６  

標本（本州・四国のチョウ） 木製標本箱 １１  

標本（九州・沖縄のチョウ） 木製標本箱 ５  

標本（カラスアゲハ） 木製標本箱 ２５  

標本（日本のトンボ） 木製標本箱 ２６  

標本（世界のカブトムシ・クワ

ガタムシ） 

木製標本箱 １０  

ホームタンク  １  

 


